
エコチル調査基本計画改定に向けたタイムラインについて
エコチル調査基本計画（令和５年３⽉30日改定）において、参加者（子ども）の先頭集団が17歳に達する令和
10(2028)年度を目途に⾒直しを⾏なうことを予定するとされていることを受けて、基本計画改定に向けて、以下の
タイムラインで作業を進める予定とする。
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第３次
基本計画
策定（P）

第３次
基本計画案
詳細検討

第３次
基本計画案
検討開始

第３次
基本計画
骨子策定

基本計画

研究計画書
改定及びIRB
承認

研究計画書案
策定

研究計画書案
検討開始

研究計画

第３次基本計画

本人同意取得及び18歳以後の研究開始

《令和８年度の具体的なタイムライン（案）》

《基本計画改定に向けたタイムライン（案）》

研究計画書等
（同意説明文書・業務フロー・業
務手順書作成等）

基本計画改定に向けた検討
日程 企画評価サブWG企画評価WG企画評価委員会

第１回企画評価WG６⽉頃
第１回企画評価サブWG７⽉頃

第１回企画評価委員会９⽉頃
第２回企画評価サブWG10⽉頃

第２回企画評価WG１⽉頃
第３回企画評価サブWG２⽉頃

第２回企画評価委員会３⽉頃

基本計画改定に向け
たタイムラインとリ
ンクし研究計画書等
の改定作業をコアセ
ンター中⼼で⾏なう。
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